
栗生小学校ホームページ運営ガイドライン

平成２４年５月８日

1 学校ホームページ開設の目的
（1）学校の教育活動の様子を公開し，学校教育に対する理解と協力を得るとともに，開かれた学校の

実現に努める。
（2）学校の教育活動の様子を発表するだけでなく，児童の作品の発表の場や校区の紹介の場，情報活用

能力の向上の手段とする。
（3）広く他校との交流の場とし，情報の交換や親睦を深め，学校教育の充実を図る。

2 管理責任者
栗生小学校ホームページに記載する全てのページの作成及び公開については，学校長が責任を持つ。

3 運営責任者
栗生小学校教頭とする。

4 ホームページ運営過程
（1）情報発信者は「ホームページ作成のためのガイドライン」をもとにデータ（Html文書）を作成し，

教頭をとおして学校長の決裁を受ける。
（2）決済済のデータは，各担当でホームページに掲載する。

5 運営上の留意点
ホームページ作成については、特に、児童・保護者のプライバシーの保護、人権への配慮、知的

所有権（著作権や肖像権など）の順守の3点に気をつけて作成する。
（1）児童，保護者の個人情報を漏洩しない。（住所，氏名，電話番号など）
（2）個人を特定できる写真を掲載しない。（2名以上の集合写真を掲載する）
（3）児童の作品を掲載する場合は，本人や保護者に掲載の承諾を得る。
（4） フリー素材以外の画像やデータ等の再利用や他のホームページへのリンク等は，著作権や肖像権
に十分留意し，電子メール等での承諾やアドレスの記載を徹底する。

（5）児童生徒に関する掲載情報について，本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた
場合には，速やかに要請に対応した措置を講じる。第三者の著作に係る情報について当該著作権者
から要請があった場合も同様とする。その他，閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた
場合には，速やかに協議した後，適切な措置を講じることとする。

6 その他
（1）本ガイドラインの改廃は，職員会議で検討修正を行い，学校長の承認を得るものとする。
（2）本規定をホームページ上で必ず明記するものとする。
（3）教職員の私的なホームぺ－ジでは，児童生徒の個人情報や学校名を用いた情報を公開しない。


